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第５章 ごみ処理（一般廃棄物） 
 

１．ごみの収集・運搬 

（１）燃やせるごみ（可燃ごみ） 

（２）燃やせないごみ（不燃ごみ） 

（３）缶・びん及びペットボトル 

（４）新聞類・その他紙類・布類 

（５）プラスチック製容器包装 

（６）大型・粗大ごみ 

（７）犬、猫等の死体 

（８）事業系ごみ 

（９）特定家庭用機器廃棄物（家電リサイクル対象品目） 

（10）家庭から出されるパソコン 

（11）アスベスト含有家庭用品 

 

２．乾電池・蛍光管類・フロンガスの回収 

（１）使用済み乾電池の回収 

（２）使用済み蛍光管類の回収 

（３）フロン回収事業 

 

３．ごみ・資源物処理実績 

（１）ごみ・資源物総排出量実績 

（２）ごみ・資源物処理の概要 

（３）ごみ・資源物処理フローシート 

（４）ごみ・資源物処理量実績 

（５）ごみ処理量の推移 

（６）ごみ搬入形態・処理施設別比較 

（７）ごみ・資源物収集、搬入量の推移 

（８）ごみ・資源物排出量の推移（大分市） 

（９）月別ごみ・資源物排出量の比較（大分市・広域市） 

（10）臨時収集（有料）件数の推移 

（11）犬・猫等の死体処理（収集）件数の推移 

 

４．ごみ質の分析 

 

５．一般廃棄物処理業者の許可状況 
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１．ごみの収集・運搬 

ごみの排出源を大別すると、家庭の日常生活から排出される「家庭ごみ」と事業活動に伴って排出される「事業

系ごみ」とに分けられる。 

家庭ごみは全市域を対象に市が収集・運搬、処分を一貫して行っている。 

収集・運搬は、大分地区は直営と民間委託、佐賀関地区及び野津原地区は民間委託でそれぞれ実施している。 

収集形態は、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ（アスベスト含有家庭用品も含む）」、「プラスチック製容器包

装」、「缶・びん」、「ペットボトル」、「新聞類・その他紙類・布類」、「蛍光管・電球・水銀体温計・乾電池・スプレー缶・

ライター類」の 7種類に分別し、ステーション方式で定期収集している。また、大型・粗大ごみは戸別収集している。 

排出容器は、ポリ袋か丈夫な紙袋を使用するよう指導していたが、平成 9年 4月から推奨袋（透明又は半透明の

ごみ袋）制度を導入し、平成 26 年 11 月からは家庭ごみ有料化制度の導入により、「燃やせるごみ」と「燃やせない

ごみ」の排出容器は指定有料ごみ袋（黄色のごみ袋）とした。 

収集車両は、収集運搬の効率化を図るため、箱型車から機械車へ移行させ、大型・粗大ごみに対応できるプレ

ス車を導入するとともに、環境に配慮した低排出ガス車等を導入し、現在に至っている。 

また、事業系ごみは、排出事業者による自己処理又は処理施設への自己搬入、若しくは本市が許可している一

般廃棄物収集運搬業許可業者による収集運搬としている。 

 

（１）燃やせるごみ（可燃ごみ） 

燃やせるごみは、従前の収集方法を逐次改善してきたが、昭和 40 年 4 月、市街地の一部をポリ容器による週

1回の定日持ち出し収集に変更し、昭和 47年にはそれまでの混合収集を分別収集に改め、現在に至っている。 

収集回数は、昭和 47 年からそれまでの週 1 回を週 2 回の定曜に移行した。また、野津原地区は、合併当初

から週 2回収集と週 1回収集の地区があったが、平成 19年度に全ての地区で週 2 回収集となった。 

排出場所は、可燃物集積施設（ごみステーション）で 12,082 箇所を指定している。 

 

（２）燃やせないごみ（不燃ごみ） 

昭和 46 年までは、燃やせるごみ及び燃やせないごみを混合収集していたが、昭和 47 年、埋立場開設に伴

い、同年 7 月からこれらの分別収集を始めた。当初、燃やせないごみは週 1 回定日収集としていたが、昭和 50

年 8 月から月 2 回の収集に変更し、翌年 4 月から全市域を対象に月 2 回定曜収集を実施し、さらに昭和 54 年

4 月から 2 週間に 1 回の収集としていた。しかし、平成 19 年 4 月に分別の変更を行った結果、燃やせないごみ

の排出量が大きく減少したことから、平成 20年 4月から収集頻度を 4週間に 1回とした。 

また、野津原地区は、合併当初から 4 週間に 1 回収集であったが、平成 19 年度に全ての地区で 2 週間に１

回収集となったが、大分地区同様、平成 20年 4月から収集頻度を 4週間に 1回とした。排出場所は、資源物集

積施設で 10,294 箇所を指定している。 

 

（３）缶・びん及びペットボトル 

缶・びん及びペットボトルは、平成 9 年 4 月から第 1 次実施地区（約 15,000 世帯）を指定し、「缶・びん・ペット

ボトル」として同一に収集を開始し、さらに翌年 1 月 26 日から全市域で開始した。平成 19 年度から「缶・びん」と

「ペットボトル」を分別し収集している。 

収集回数はともに 2 週間に 1 回で、排出場所は、資源物集積施設である。また、野津原地区は、4 週間に 1

回収集であったが、平成 19年度から 2週間に 1回収集となった。 
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（４）新聞類・その他紙類・布類 

平成 13年 4月から「有価物集団回収運動」の補完として、新聞類・その他紙類・布類を資源物として分別回収

を開始した。 

収集回数は 2週間に 1回で、排出場所は、資源物集積施設である。また、野津原地区は、合併当初から 4週

間に 1回収集で、布類は分別収集していなかったが、平成 19年度から 2週間に 1回収集となり、布類も分別収

集を始めた。 

 

（５）プラスチック製容器包装 

プラスチック製容器包装は、平成 19 年度から分別収集を開始した。収集回数は当初 2 週間に 1 回であった

が、収集回数の増加要望が多いことから平成 20年 4月から収集頻度を 1週間に 1回に変更した。排出場所は、

資源物集積施設である。また、佐賀関地区は、合併当初から「その他プラスチック」として 2 週間に 1 回収集して

いたが、平成 19 年度から呼称を「資源プラ」に統一し、平成 20 年 4 月から収集頻度を 1 週間に 1 回に変更し

た。 

 

（６）大型・粗大ごみ 

大型・粗大ごみや一時的多量ごみは、申込み（電話受付を含む。）により有料で戸別収集をしている。 

 

（７）犬、猫等の死体 

犬、猫等の死体は、市民からの申し出により収集しているが、平成 10年 1月 1日から民間委託している。 

なお、佐賀関町地区は合併当初から民間委託で、野津原町地区は合併当初から直接収集していたが、平成

19年度からは一部事務組合方式で収集。令和 3年 3月末の一部事務組合の解散により民間委託を行うこととな

った。 

 

（８）事業系ごみ 

事業所から排出される一般廃棄物の収集運搬は、平成７年より許可制度を敷き、市の許可を受けた収集運搬

業者が各事業所の収集にあたっている。 

 

（９）特定家庭用機器廃棄物（家電リサイクル対象品目） 

平成 13 年 4 月 1 日より、家電リサイクル法が施行され、特定家庭用機器廃棄物（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗

濯機）の 4 品目がリサイクルの対象とされたことにより、今まで粗大ごみとして市が収集していた家庭から出される

対象品目を、市の許可業者が収集運搬するようにした。また、平成 16 年 4 月 1 日より「冷凍庫」が、平成 21 年 4

月 1日より「テレビ（液晶・プラズマ式）」及び「衣類乾燥機」が、令和 6年 4月 1日より「有機 ELテレビ」が対象品

目に追加された。 

 

（１０）家庭から出されるパソコン 

平成 15年 10月 1日より、資源有効利用促進法に基づいて、家庭から出されるパソコンのメーカー等による回

収・リサイクルが始まったことにより、家庭から出されるパソコンの市による収集を行わないこととした。 

     なお、国の認定を受け家電リサイクル事業を行うリネットジャパン株式会社（現 リネットジャパンリサイクル株式

会社）と協定を締結し、平成 30年 8月 1日より宅配便を利用した家庭から出されるパソコンの無料回収を追加し

た（一部有料）。 
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（１１）アスベスト含有家庭用品 

アスベストは人体に悪影響を及ぼす恐れがあるため、平成 18 年度からアスベスト含有家庭用品の分別収集を

開始した。収集回数は 4 週間に 1 回で、排出場所は、資源物集積施設である。また、平成 18 年 6 月 9 日付で

環境省からアスベスト含有家庭用品のパッカー車又はプレス車による収集運搬は問題なしとの通知を受け検討

し、平成 21年 4月から燃やせないごみと一緒に収集するように変更した。 

 

２．乾電池・蛍光管類・フロンガスの回収 

（１）使用済み乾電池の回収 

乾電池に含まれる水銀による環境汚染を防止するために、使用済み乾電池の分別回収を開始したが、国内

では水銀使用量をゼロにする方針で乾電池が生産されており、現在では資源（貴金属）の有効活用という観点か

ら分別収集し、リサイクルを外部に委託している。 

使用済み乾電池のみをビニール袋に入れて、口をしばり、蛍光管等の収集日に、不燃ごみステーションに排

出されたものを回収している。 

使用済み乾電池回収処理量実績（内容量） 

 

（２）使用済み蛍光管類の回収 

蛍光管類にはガラス、水銀、鉄、アルミなど有害であるが適正に処理をすれば有用な資源としてリサイクルでき

る物質が多く使用されている。そこで、平成 19年度から分別収集を開始し、リサイクルを外部に委託している。 

蛍光管類回収処理量実績（内容量） 

 

（３）フロン回収事業 

オゾン層破壊の原因となっている特定フロンは地球環境に重大な悪影響を及ぼすことから、大分市において

もフロンガス回収に積極的に取り組み、粗大ごみ処理施設に搬入されるフロンガス使用製品（冷蔵庫（平成 7 年

11 月から）、エアコン（平成 8 年 3 月から））からのフロンガス回収を実施し、回収したフロンガスは外部に委託し

て破壊処理を行ってきた。 

平成 13 年度から家電リサイクル法が施行され、冷蔵庫、エアコンが大分市の粗大ごみ処理施設に搬入されな

くなったことから、フロンガス回収事業は中止した。 

フロンガス回収実績 

 

  

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

回収量(t) 105.16 99.02 85.86 94.29 96.37 92.02 91.52 102.14 92.95 86.19 93.34 79.11

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

回収量(t) 45.28 39.10 36.22 30.66 29.24 26.66 24.02 24.13 23.64 18.9 15.13 13.38

Ｈ9年度 Ｈ10年度 Ｈ11年度 Ｈ12年度 Ｈ13年度

冷蔵庫 回収台数 19,341台 23,062台 30,265台 35,251台 4,457台

(Ｒ－１２) 回収量 1,342.26kg 1,451.91kg 1,584.60kg 2,011.09kg 137.00kg

エアコン 回収台数 6,073台 15,067台 28,904台 33,672台 10,268台

(Ｒ－２２) 回収量 947.18kg 1,640.13kg 1,971.42kg 2,740.07kg 908.50kg

2,289.44kg 3,092.04kg 3,556.02kg 4,751.16kg 1,045.50kg

年度

回収量合計
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３．ごみ・資源物処理実績 

（１）ごみ・資源物総排出量実績（令和６年度）                                  （単位：トン）

 

 

（２）ごみ・資源物処理の概要（令和６年度）                                   （単位：トン） 
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（３）ごみ・資源物処理フローシート 

収集フロー図（令和６年度実績）                                        （単位：トン） 
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処分フロー図（令和６年度実績） （単位：トン） 
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（４）ごみ・資源物処理量実績 

①大分市 ごみ・資源物搬入実績 （令和６年度）  ［単位：トン］ 
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②由布市 ごみ・資源物搬入実績 （令和６年度）                           ［単位：トン］ 

 
 

 
 

 

 

③竹田市 ごみ搬入実績 （令和６年度） ［単位：トン］ 

 

 

 ④臼杵市 ごみ搬入実績 （令和６年度） ［単位：トン］ 

 

  

 



- 44 - 

 

⑤津久見市 ごみ搬入実績 （令和６年度） ［単位：トン］ 

 

 

⑥総ごみ・資源物搬入実績 （令和６年度） ［単位：トン］ 
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⑦中間処理等実績 （令和６年度）                                  ［単位：トン］ 
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（５）ごみ処理量の推移 

①ごみ搬入量の推移（資源物は除く） 
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②ごみ処分量の推移 
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（６）ごみ搬入形態・処理施設別比較 （令和７年 3月 31日現在） 

①ごみ搬入形態別比較 

 

②ごみ処分形態別比較 
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（７）ごみ・資源物収集、搬入量の推移 

①大分市直営収集分 

 



- 50 - 

 

②大分市直接搬入分 
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③由布市搬入分 

 

 

④竹田市、臼杵市、広域以外搬入分（可燃ごみのみ） 
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（８）ごみ・資源物排出量の推移（大分市） 

①家庭ごみ排出量の推移 

  

 

   

②事業系ごみ排出量の推移 
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③ごみ排出量の推移（家庭ごみ・事業系ごみ） 

  

 

 

④1日あたり排出量の推移（家庭ごみ・事業系ごみ） 
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⑤1日 1 人あたり排出量の推移（家庭ごみ） 

 

 

⑥1日 1 世帯あたり排出量の推移（家庭ごみ） 
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（９）月別ごみ・資源物 排出量の比較（大分市・広域市すべてを含む） 

 

※各数字の単位未満は、四捨五入または切り捨てのため、総収集量と内訳が一致しない場合がある。 
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（10）臨時収集（有料）件数の推移 

 

 

 

（11）犬・猫等の死体処理（収集）件数の推移 

 

 

 

単位：件
年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６

有料収集 844 718 672 642 632 615 600 531 487 449 404 438
無料収集 3,171 3,038 3,181 3,000 2,816 2,775 2,556 2,274 2,182 2,225 2,227 2,180

合計 4,015 3,756 3,853 3,642 3,448 3,390 3,156 2,805 2,669 2,674 2,631 2,618
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４．ごみ質の分析 

 

○佐野清掃センター（清掃工場） 

                                       （分析結果は平均値） 

 

※端数処理をしているため、必ずしも 100%とはならない 

○福宗環境センター（清掃工場） 

（分析結果は平均値） 

 

※端数処理をしているため、必ずしも 100%とはならない 

実施年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
調査回数 （12回） （12回） （12回） （12回） （12回） （12回） （12回）

86.9 90.2 88.4 90.0 88.4 87.4 86.3

49.0 48.7 49.2 50.7 50.3 46.8 47.7

13.3 14.1 14.5 13.2 12.5 17.9 12.1

24.6 27.4 24.7 26.1 25.5 22.7 26.5

7.8 5.5 3.3 2.8 4.6 4.2 7.0

3.4 2.0 2.9 3.2 3.2 3.3 3.5

1.9 2.3 5.4 3.9 3.9 5.2 3.2

50.7 46.3 44.0 41.8 43.1 41.1 47.5

44.5 48.7 49.6 51.9 51.1 52.0 45.6

4.8 5.0 6.5 6.3 5.8 6.9 6.9

- - - - - - -

1,698 1,913 1,967 2,085 2,042 2,035 1,744

区　　分

種
類
組
成

（
％

）

可 燃 雑 芥 類

（ １ ） 紙 ・ 布 類

（ ２ ） 木 ・竹 ・わ ら類

（３）ビニール・ゴム類

厨 芥 類

不 燃 雑 芥 類

そ の 他

理
化
学
的
性
状

水 分 （ ％ ）

固形分
可燃分（％）

灰　分（％）

高位発熱量　　Ｋｃａｌ／ｋｇ

低位発熱量　　Ｋｃａｌ／ｋｇ

実施年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
調査回数 （12回） （12回） （12回） （12回） （12回） （12回） （12回）

91.4 89.5 87.6 88.4 88.3 89.9 89.7

48.9 48.0 46.1 45.1 47.7 52.8 51.9

13.4 11.5 16.0 16.6 15.3 13.4 11.2

29.1 30.0 25.5 26.7 25.3 23.7 26.6

5.0 5.5 3.2 2.7 3.3 3.7 6.2

1.7 2.5 4.7 5.4 3.8 2.7 1.9

1.9 2.4 4.6 3.5 4.7 7.6 2.2

50.7 47.9 45.1 44.2 41.8 42.2 41.7

45.6 47.3 45.4 45.9 51.7 51.4 53.3

3.7 4.9 6.3 6.8 6.5 6.4 5.0

- - - - - -

1,750 1,839 1,919 1,940 2,077 2,058 2,810

区　　分

種
類
組
成

（
％

）

可 燃 雑 芥 類

（ １ ） 紙 ・ 布 類

（ ２ ） 木 ・竹 ・わ ら類

（３）ビニール・ゴム類

厨 芥 類

不 燃 雑 芥 類

そ の 他

理
化
学
的
性
状

水 分 （ ％ ）

固形分
可燃分（％）

灰　分（％）

高位発熱量　　Ｋｃａｌ／ｋｇ

低位発熱量　　Ｋｃａｌ／ｋｇ
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５．一般廃棄物処理業者の許可状況 

(令和７年 3月 31日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業者数
26

128
154
18
60
78
23

255

許可の区分 関係条項

事業系ごみ収集運搬業許可業者
積替を含む

法第7条第1項積替を含まない
小計

合計

特定家庭用機器廃棄物収集運搬業許可業者
積替を含む

法第7条第1項積替を含まない
小計

処分業許可業者 計 法第7条第6項
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－ MEMO － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


